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菊 花 の 候 、 皆 様 に お か れ ま し て は 、 ま す ま す ご 清 栄 の こ と と

お 喜 び 申 し 上 げ ま す 。  

さ て 、 10/30 に 血 液 検 査 に 行 き ま し た 。 頭 と 顔 以 外 で 、 引 っ

か か っ て い る と こ ろ が 『 Ｌ Ｄ Ｈ コ レ ス テ ロ ー ル 』 い わ ゆ る 悪 玉

コ レ ス テ ロ ー ル で す 。  

最 近 の 数 値 は ↓ の 感 じ で す 。  

検 査 月  2022 / 1 0  2 0 2 3 / 8  2 0 2 4 / 9  2 0 2 4 / 1 2  2 0 2 5 / 3 /  2 0 2 5 / 7  2 0 2 5 / 1 0  

測 定 値  

(mg/ d L )  
1 4 2  1 3 1  1 6 3  1 9 5  1 8 6  1 6 7  1 8 9  

2024/12/12 に 胃 カ メ ラ と 大 腸 の 内 視 鏡 検 査 を し て も ら い ま し た 。 そ の と き に 胃 と 大 腸 は 、

『 全 く 問 題 な か っ た 』 （ 強 調 し て お き ま す ） の で す が 、 悪 玉 コ レ ス テ ロ ー ル が 引 っ か か り 、 3

ヶ 月 ご と に 血 液 検 査 で 経 過 観 察 と な っ て し ま い ま し た 。  

も と も と 基 準 値 に 収 ま っ て は い な い の で す が 、改 め て 見 る と 急 上 昇 し て い ま す ね（ 金 運 や 仕

事 運 も こ れ 位 急 上 昇 す れ ば い い の で す が (^^;)） 。 お 酒 の 飲 み す ぎ か 運 動 不 足 か … 。 確 か に お

酒 は 2023 年 の 夏 ぐ ら い は 、 毎 日 飲 ん で い た の で 心 当 た り が あ る と 言 え ば あ り ま す 。 た だ 、 今

年 の 確 定 申 告 が 終 わ っ て か ら は 、反 省（ ？ ）し て 休 肝 日 を 作 る よ う に し て い ま し た 。そ の せ い

か 、今 年 の 7/3 の 検 査 で は 数 値 が 下 が っ て い ま す 。い い 気 に な っ て 、き ち ん と 休 肝 日 を 設 け て

食 事 も 気 を 付 け て 、 い ざ 今 回 の 検 査 に 臨 み ま し た 。  

そ れ が 、な ん と ！ 数 値 が 増 え て い る で は な い で す か ！ ！ 衝 撃 で す 。本 当 に 信 じ ら れ ま せ ん で

し た 。3 ヶ 月 に 1 回 と は 言 え 病 院 に 行 く の は 時 間 が も っ た い な い の で 、早 く 卒 業 し た く て 、す

ご く 頑 張 っ た の に (T_T)。  

今 回 は 、 栄 養 士 に 食 事 の 指 導 を

受 け て （ 普 段 の 食 事 は 問 題 な い と

言 わ れ ま し た ） 、 念 の た め 3 ヶ 月

後 、 腹 部 エ コ ー を 撮 っ て 脂 肪 肝 か

ど う か の 検 査 を す る と 言 わ れ て 帰

っ て き ま し た 。 も う こ う な っ た ら

ヤ ケ 酒 で す (>_<)。  

で は 、事 務 所 だ よ り 11 月 号 を お

送 り し ま す 。 夏 か ら 急 に 冬 に な り

ま し た 。皆 様 は 、く れ ぐ れ も お 身 体

に は お 気 を 付 け く だ さ い 。  

 

 

 ☆  お 知 ら せ （ 2025 年 11 月 の 税 務 ）  

 

期   限  項   目  

11 月 10 日  
 

1 0 月 分 源 泉 所 得 税 ・ 住 民 税 の 特 別 徴 収 税 額 の 納 付  

11 月 17 日  
 

所 得 税 の 予 定 納 税 額 の 減 額 申 請  

12 月 1 日  
 

所 得 税 の 予 定 納 税 額 の 納 付 (第 2 期 分 ) 

 

特 別 農 業 所 得 者 の 所 得 税 の 予 定 納 税 額 の 納 付  

 

9 月 決 算 法 人 の 確 定 申 告  

＜ 法 人 税 ・ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ・ 法 人 事 業 税 ・ (法 人 事 業 所 税 )・ 法 人 住 民 税 ＞  

 

3 月 、 6 月 、 9 月 、 12 月 決 算 法 人 ・ 個 人 事 業 者 の 3 月 ご と の 期 間 短 縮 に 係 る 確 定 申 告  

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

 

法 人 ・ 個 人 事 業 者 の 1 月 ご と の 期 間 短 縮 に 係 る 確 定 申 告  

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

 

3 月 決 算 法 人 の 中 間 申 告  

＜ 法 人 税 ・ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ・ 法 人 事 業 税 ・ 法 人 住 民 税 ＞ (半 期 分 ) 

 

消 費 税 の 年 税 額 が 400 万 円 超 の 3 月 、6 月 、12 月 決 算 法 人・個 人 事 業 者 の 3 月 ご と の

中 間 申 告  

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

 

消 費 税 の 年 税 額 が 4,8 00 万 円 超 の 8 月 、 9 月 決 算 法 人 を 除 く 法 人 ・ 個 人 事 業 者 の 1 月

ご と の 中 間 申 告 (7 月 決 算 法 人 は 2 ヶ 月 分 ) 

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

  
 

個 人 事 業 税 の 納 付 (第 2 期 分 )（ 11 月 中 に お い て 都 道 府 県 の 条 例 で 定 め る 日 ）  

 

 

 ☆  イ ン ボ イ ス 制 度 に 関 す る Ｑ ＆ Ａ   

 

◆  「 イ ン ボ イ ス 制 度 に 関 す る Ｑ ＆ Ａ 」  

イ ン ボ イ ス 制 度 開 始 に 際 し 、「 イ ン ボ イ ス 制 度 に 関 す る Ｑ ＆ Ａ 」が 公 表 さ れ 、例 え ば 、適 格

請 求 書 に 記 載 す る 名 称 に つ い て は 、電 話 番 号 を 記 載 す る な ど し 、適 格 請 求 書 を 交 付 す る 事 業 者

を 特 定 す る こ と が で き れ ば 、屋 号 や 省 略 し た 名 称 な ど の 記 載 で も 差 し 支 え あ り ま せ ん 、な ど と

解 説 さ れ て い ま し た 。そ の 後 、何 度 も の 追 加 や 改 訂 が な さ れ て い ま す が 、改 め て 確 認 し て お い
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地 方 の 大 会 で 超 ～ 久 し ぶ り に 3 位 に 入 り ま し た 。 入 賞 者 で の

記 念 撮 影 、 自 分 だ け ど こ を 向 い て い る の や ら 。 せ っ か く な の

に 、 ト ホ ホ で す (;_:)。  

今 年 の 年 末 調 整 は 、給 与 所 得 控 除 、基 礎 控 除 額 や 特 定 扶 養 親 族 に 改 正 が あ り 、と て も や や こ

し い で す 。先 月 に も お 願 い し ま し た が 、「 生 命 保 険 料 控 除 証 明 書 」「 地 震 保 険 料 控 除 証 明 書 」

「 住 宅 取 得 資 金 に 係 る 借 入 金 の 年 末 残 高 等 証 明 書 」 な ど 、 各 種 証 明 書 の ご 準 備 を お 願 い し

ま す 。  

特 に 『 扶 養 控 除 等 申 告 書 』 の 記 載 は 正 確 に し て い た だ く よ う お 願 い し ま す 。  

年 末 調 整 や 確 定 申 告 に 際 し て 、 大 切 な 書 類 に な り ま す 。 よ ろ し く お 願 い し ま す 。  

他 に も 従 業 員 の 方 の 住 所 が 変 わ っ て い な い か 、 扶 養 親 族 の 状 況 に 変 更 は な い か 、 ご 確 認

い た だ き ま す よ う お 願 い し ま す 。  
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た ら よ さ そ う な も の を い く つ か 拾 っ て み ま し た 。  

 

◆  領 収 書 に Ｕ Ｒ Ｌ を 表 示  

適 格 請 求 書 は 、一 の 書 類 の み で 全 て の 記 載 事 項 を 満 た す 必 要 は な く 、電 磁 的 記 録 を 含 む 書 類

全 体 で 、適 格 請 求 書 の 記 載 事 項 を 満 た せ ば よ い こ と に な り ま す 。領 収 書 等 に イ ン タ ー ネ ッ ト 上

の Ｕ Ｒ Ｌ を 表 示 し て お き 、そ こ に ア ク セ ス す る こ と で 適 格 請 求 書 の 記 載 事 項 と し て 不 足 す る 事

項 が 補 完 さ れ る の で あ れ ば 、 適 格 請 求 書 の 記 載 事 項 を 満 た す こ と と し て 差 し 支 え あ り ま せ ん 。 

 

◆  イ ン ボ イ ス 交 付 義 務 は 一 度 限 り  

後 日 、レ シ ー ト 亡 失 の 顧 客 か ら 再 交 付 を 求 め ら れ る 場 合 、商 品 の 販 売 時 に 適 格 簡 易 請 求 書 を

交 付 し て い る の で あ れ ば 、一 義 的 に は そ の 時 点 で 交 付 義 務 を 果 た し て い る こ と に な る の で 、後

日 の 交 付 請 求 で 再 度 交 付 義 務 が 生 じ る こ と は あ り ま せ ん 。  

 

◆  口 座 振 替 事 務 所 家 賃 の イ ン ボ イ ス  

事 務 所 を 賃 借 し 、口 座 振 替 に よ り 家 賃 を 支 払 っ て い る よ う な 場 合 、契 約 書 に 適 格 請 求 書 と し

て 必 要 な 記 載 事 項 の 一 部 が 記 載 さ れ て い て 、口 座 引 落 し 通 帳 を 併 せ て 保 存 し て い れ ば 、仕 入 税

額 控 除 の 要 件 を 満 た す こ と に な り ま す 。  

 

『 イ ン ボ イ ス 制 度 に 関 す る Ｑ ＆ Ａ 』 、 全 部 で 130 問 あ り ま す が 、 ご 一 読 を お 勧 め し ま す 。  

 

 

 ☆  社 会 保 険 加 入 対 象 の 拡 大   

 

◆  年 金 制 度 改 正 法 可 決 ・ 成 立  

年 金 制 度 改 正 案 が 6 月 13 日 に 国 会 で 通 っ た こ と で 厚 生 年 金 保 険 ・ 健 康 保 険 の 適 用 拡 大 が 決

定 し ま し た 。こ の 改 正 に よ り パ ー ト・ア ル バ イ ト な ど の 社 会 保 険 加 入 対 象 の 範 囲 が さ ら に 拡 大

さ れ ま す 。 今 後 の 具 体 的 な 内 容 を 見 て み ま す 。  

 

◆  企 業 規 模 要 件 の 縮 小 ・ 撤 廃  

現 在 、 社 会 保 険 加 入 の 企 業 規 模 要 件 は 、 従 業 員 数 51 人 以 上 の 企 業 に 勤 務 し て い る 週 の 所 定

労 働 時 間 が 20 時 間 以 上 の 短 時 間 労 働 者 で す 。2027 年（ 令 和 9 年 ）10 月 以 降 は 企 業 規 模 を 段 階

的 に 縮 小 し 、 2035 年 （ 令 和 17 年 ） 10 月 に は 完 全 撤 廃 に な り ま す 。  

 

◆  賃 金 要 件 の 撤 廃  

「 年 収 106 万 円 の 壁 」 と し て 意 識 さ れ て い た 、 月 額 8.8 万 円 （ 年 収 106 万 円 ） の 要 件 も 撤 廃

と な り ま す 。 撤 廃 の 時 期 は 、 改 正 法 の 公 布 か ら 3 年 以 内 の 政 令 で 定 め る 日 と さ れ て い ま す が 、

最 低 賃 金 1,016 円 以 上 の 地 域 で 週 20 時 間 以 上 働 く と 年 額 換 算 で 約 106 万 円 と な り ま す 。 よ っ

て 全 国 の 最 低 賃 金 が 1,016 円 以 上 と な る こ と を 見 極 め て 判 断 さ れ ま す 。  

 

◆  個 人 事 務 所 の 適 用 対 象 拡 大  

現 在 5 人 以 上 の 従 業 員 を 使 用 し て い る 法 定 17 業 種（ 弁 護 士・税 理 士・社 会 保 険 労 務 士 等 の 法

律・会 計 事 務 を 取 り 扱 う 士 業 等 ）の 個 人 事 業 所 が 社 会 保 険 加 入 対 象 に な っ て い ま す 。今 回 の 改

正 で は 、 法 定 17 業 種 に 限 ら ず 常 時 5 人 以 上 の 従 業 員 を 使 用 す る 全 業 種 の 事 業 所 が 適 用 対 象 と

な り ま す 。 た だ し 施 行 時 点 の 2029 年 （ 令 和 11 年 ） 10 月 に 既 に あ る 事 業 所 は 当 分 の 間 対 象 外

で す 。  

 

◆  支 援 策 は ？  

こ の 改 正 で 加 入 拡 大 の 対 象 と な る 短 時 間 労 働 者 を 支 援 す る た め 、3 年 間 、特 例 的 、時 限 的 に

保 険 料 負 担 を 軽 減 す る 措 置 が 実 施 さ れ ま す 。 対 象 と な る の は 従 業 員 数 50 人 以 下 の 企 業 な ど で

働 き 、 企 業 規 模 要 件 の 見 直 し な ど に よ り 新 た に 社 会 保 険 の 加 入 対 象 と な る 、 標 準 報 酬 月 額 が

12.6 万 円 以 下 の 短 時 間 労 働 者 で す 。  

ま た 、正 社 員 化 や 労 働 時 間 の 延 長 や 賃 金 ア ッ プ に 取 り 組 む こ と で 支 給 さ れ る 助 成 金 も あ り ま

す 。  

 

 

 ☆  最 低 賃 金 引 き 上 げ  助 成 金 な ど は ？   

 

政 府 の「 新 し い 資 本 主 義 実 現 本 部 」は こ の ほ ど 、最 低 賃 金 の 引 上 げ に 伴 う 国 の 支 援 策 に つ い

て 発 表 し ま し た 。す べ て の 都 道 府 県 の 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 で 答 申 が 取 り ま と め ら れ 、引 上 げ 額

は 過 去 最 大 の 66 円 と な り 、 全 国 加 重 平 均 が 1,121 円 と な っ た こ と を 受 け た も の 。 主 に 生 産 性

向 上 に 取 り 組 む 中 小 事 業 者 へ の 支 援 策 を 強 化 す る 内 容 で す 。  

 

最 低 賃 金 引 上 げ へ の 対 応 に つ い て は 、 「 新 し い 資 本 主 義 の グ ラ ン ド デ ザ イ ン 及 び 実 行 計 画

2025 年 改 訂 版 」「 経 済 財 政 運 営 と 改 革 の 基 本 方 針 2025」（ い ず れ も 6 月 閣 議 決 定 ）に 基 づ き 、

「 中 小 企 業・小 規 模 事 業 者 の 賃 金 向 上 推 進 ５ カ 年 計 画 」の な か で 、価 格 転 嫁・取 引 適 正 化 の 徹

底 、生 産 性 向 上 、事 業 承 継・ M&A を 通 じ た 経 営 基 盤 の 強 化 な ど の 施 策 を 総 動 員 す る こ と と し て

い ま す 。 今 回 は そ の 一 環 と し て 、 生 産 性 向 上 の 支 援 策 を 強 化 し て い ま す 。  

 

最 低 賃 金 の 引 上 げ に 対 応 す る 中 小 企 業・小 規 模 事 業 者 に 対 す る 当 面 の 措 置 と し て 、助 成 金・

補 助 金 の 対 象 を 拡 大 し 、要 件 を 緩 和 す る な ど の 措 置 を 講 じ る と し て い ま す 。今 回 の 支 援 策 の 対

象 と な る の は 、厚 生 労 働 省 の「 業 務 改 善 助 成 金 」と 、経 済 産 業 省 の「 も の づ く り 補 助 金 」「 IT

導 入 補 助 金 」 「 中 小 企 業 省 力 化 投 資 補 助 金 （ 一 般 型 ） 」 。  

 

業 務 改 善 助 成 金 は 、事 業 場 内 最 低 賃 金 を 一 定 額 以 上 引 き 上 げ 、生 産 性 を 向 上 す る た め の 設 備

投 資 な ど を 行 う 中 小 企 業・小 規 模 事 業 者 を 対 象 に 、そ れ に 要 し た 費 用 の 一 部 を 助 成 し ま す 。支

援 策 で は 、補 助 金 の 支 給 対 象 と な る 事 業 所 を 拡 大 す る と と も に 、賃 金 引 上 げ 計 画 の 事 前 提 出 を

省 略 可 能 と し ま す 。  

経 産 省 の 3 補 助 金 に つ い て も 、要 件 を 緩 和 し て 対 象 と な る 事 業 所 を 拡 大 。採 択 審 査 で の 加 点

措 置 を 実 施 す る な ど の 優 遇 措 置 を 講 じ ま す 。  


